
奨学金の分割返還について

この度、返還が遅れております奨学金について、分割で〕鴎いただけるとのお約束をいただきましたので､奨学
金分割返還計画書関係書類一式をお送りしま式

1か月以内に書類の提出及び入金がない場合は､分割過農が認められず、債権回収会社への回収業務委託の対象
になることや､法的手続き等により返還未済額極還期日が到来していない分を含むも）の全部（保証人が申出人

）を一括返還していただくことがありますもの場合保証人が退皇すべき額は退憩ﾐ済額の2分の1の額

1． '柵背からの送付謙
（1）奨学金f落雌鎧獄画書一式(奨学生番号ごとに送付）
（2）払込取扱票撮大12"

（3）払込取扱票による返還の留意点

2．分割卿#耐1，

惨約束の月から毎月入金識職

払込取扱票に分害施還額を記入して入金

払込取恢票が少なくなったら奨学金相談センターへ請求
－句、
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■■ 陰機構より返送呂再提出
記入舗耐書類の不備･不足う落艇謹額の

機構より返送 再提出 機構にて受領書類提出

受領･承認通知は

不足がある場合も 発行いたしませんも

※機構から確認の蓉舌をすることがありますも
Pジグ

3．本機構への提出書類

（1）鮮金分割屋息計画書（記入例を参照のうえ､漏れなく記入してくださし$）
。 複数の奨学金を返還している場合は、分割返還を希望する

奨学生番号ごとに記入してくださしも

収入に関する証明書

』群生本人及び申出人の最新の証明書を提出してくださし＄

謁聞j奨学銘う割過量計画書の裏面を参照してくださし$

(2)

⑥

4．提出先

独立柿攻法人日本学生支援磯構返薗祁返園足進課

〒104-8112東京都中央区銀座6丁目18番2号野村不動産銀座ビル

5．分誹屋調ごついて

ケ浩1返還額の基準は、
° 毎11▽鑿杓§j隆鳳11か豆年収等が糊りな要

胡賦相当額の2倍以上1年以内Iこ延滞を鱗鞘する額又 でするI

件を満たさない限り、基準を下回る分害腿還額では奨学金分割退量計画書を受理する
ことができませんb
河禰漣動渥農方式j勤副者については、毎年10月の返還月額の見直しにおいて、見直し後の返還月櫛§●

当初の返還月額より増額となった場合は、分割返還額を増額することが必要ですも

6．獺事項

随鎧謹約書催用証謝」及び個人番号価得う謹力返還方式者に限る｡）が提出されていない場合は、
奨学金ﾀ落I返還計画書を受理することはできませんb随鎧謹約書催用証謝」及び個人番号何1絹連

⑤

動返還方式者に限る｡）を提出後に奨学金f落ﾘ退還計画書を提出してくださし＄

保証人が申出人の場合は、 「分別の利抽等が適用されま式

う浩I返還計画に従って返還いただいている間も、触立行政法人日本学生封濁斜篝に関する省令]の定め
るところにより、延滞金が職果されますb
既に胴人信用情報の取扱に関する同意贄を提出さ力Tている方は､分割返還中でも延淵調数が3か月
以上となった場合、個人信用艤職関に奨学生本人の個人信用際Rが登録されますも

③
⑭

日
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延滞解消

延#舗轆が近づくと

口座振替が自動で再

開することがありま

すも涌知文書で振替

金額等を確認してく

ださし％

本人が返還

申出人が返還

本人の

証明書

必要

申出人の

証明書

＞＜
必要



奨学金分割返還計画書

年 月 日

独立行政法人日 殿

私は､独立行政法人日本学生鯛翻蓉から受けた奨学金について、

開始することを約束しますも

以下の分割返還額で…に分割返還を

本計画に基づく分割返還中においても、触立行政法人日本学生支援機構に関する省令」の定めるところにより、

延滞金力澗驍されることについては承知していますも

なお､正当な理由も連絡もなく2回分以上分割返還を怠ったときは､返還未済額(遍馴日が至陳していない分を

含む,）の全部（※）に対して一括返還請求の手続きを受けることを了承しますb

(※)矯正人が申出人嶬合保証人には｢分別癖I闘力鑓朔され､保証人のう…弓べき金額は､ 〕…の2分の1となりますも

は､毎年10月の返還月額見直しにおいて､返還月綱贈額となった場合は､分割屈爵領

を増額することを了承します6

I裏面遥必繍〈篭さい

10-0220230401
-

分割 返 還 計画 【記入4鯵】
○ P 4

｡

◎毎月 円以上

↓加算する月がある場合は下記もご記入くださし％

毎月の金額に加えて、 月と 月にIま 円勧噸

蝋入1"Xl…蘭：篭懇躍 】 |現函醗陶認翰鯆饒蕊彊雲表懲》戒職応諾鐵奇諦題霞泉:i差藷を鴇勤(、

奨学生番号 ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾖ壁嘩（自署）

一

往新T

自宅電話番号 携#寵観番号

蝿居名 薙先窪舌番号

廼帯に至った事楕 口経済困難 口傷病 口生活賭溌受給中 口失業中

口災害 口転居届失念 □その他（ ）

確認事項 口裏面を確認のうえ、瀞fの収入に関する証明書を添付した。 ※無収入でも添付が罐ですも

申出人記入■欄除人に代： つり分習返還を行” 拾一 に記入】
ﾌﾘｶﾞﾅ

申出人曉（自尋

続柄 自宅電記番号

携帯曜霞鐇号

住所〒

… …番号

礎認淳項
口裏面を確認のうえ、最新の収入に関する証明書を添付した。 ※無収入でも添付が必要ですも



寺 子 元一一

必灘義塗くださし､

【収入に関する証明書の添付について】

＞添付が必要な人

●本人がう摺り返還する場合→本人のみ

●申出人がう跨り過量する場合→本人と申出人

＞収入に関する証明書の種類･発行先等について

以下のい･朔1,かを提出してください本人と申出人弓本人と申出人で異なる証明書を提出してもかまいませんb

※l奨学生本人が過去6か月以内に失業中の場合や「新卒等」悴業･退学後の翌年6月まで）に該当する場合

一｢奨学金返還期I聞酋予願｣の事由に該当します6猶予偏鋤得制限の通算10年に達していない場合は願い出てくださbも

※2奨学生本人が「生活保謹受給証明詞を提出可能な場合

一「奨学金返還期I聞酋予願」の事由に該当しますも至急願い出てくださbも

｢奨学金返還期i闘酋予願」についてはこちら

灘"https:"www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/yuyo/about.html

ホーム＞奨学金>返還力灘しくなった場合>返還を待ってもらう(返還期I闘野)＞返還期K闘齢制函申請霧き

【注意事項】

ご記入いただいた情報及びあなたの奨学金に関する情報は､奨学金貸与業務6…を散I)のために矛I開されま

す6こ麻ﾘ用目的の適正な範囲内において、当該情報喫学金の返還状況に関する情報を含む）が、連帯保証人､保証

人､学校､金融機関及ひ難委託先に、また､機関鯖謡帥勤ﾛ入者の本人連絡先情報が本人以外のi難先に必要に応じ

て提供されますが、その他の目的にI赫睨されませんb

機関#雨蹄ﾘ勵叺者については､機構が保有する個人情報のうち保証管理に必要な情報が保証機関に提供されます6

10-0220230401
-

収入証明書の種類 発行先 ご注意いただきたし虻事項

基
本
の
証
明
書

所借緬朗書

稗
囎
鵬･棚証

住職…明書

市区町村役場

へ

取得できる最新の年度のもので､年間収入

金額･所得金額の記載があるもの。

無収入でも取得可能※1

市区町村によりマイナンバーカードを利

用したコンビニ交付が可能

基
本
の
証
明
塞
貢
か
雨
謂
狩
嗣
羅
李
な
塲
苔
※
コ
ピ
ー
可

源泉徴収票

給与明細書

確定申告書の控え

収税額の決

年金振込通知書

雇用保険受給資格者証

生活保護受給証明書

勤務先

勤務先

税務署

勤務先

日本年金駿構

社会福祉事翻了

直近交付のもの。

直通識3か月分も

直近の申告書の控え。

直近交付のもの。

直近の年金支払額が分かるものb

離職日が6か月以内のものb※1

証明年月日が直近2か月以内のもの。※2
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※黒か冑の鵬で消えないアトルペンで､枠で囲った部分を記入してください。

奨学金分割返還計画書
グー■■■■'■■■■'■■■■'■■'■■■■■■■■'■■'■■■■I■･'■■■■■■■■'■■'■■'■■■■■■'■ﾛ■■■■■■'■■■■'■■■■■■'■■■■■■'■ﾛ'■■'■ﾛ'■ﾛ'■■'■■~、

I毎月の分割返還額の設定力似下のような場合は､原則として｢奨学金分割返還計1
1 面湾｣を受理することができません｡必ず､金額を確認のうえ申請してください。 1

1

1 . ,年以内に延滞を鰯肖できない蝋 1
1

1 ｡月賦相当額の2倍未満の金額 ！
､､‘......,........,ﾛ...,.､-...-.-.-.-..,.-..,......-....-.-...-.....-....’.,..,....ﾛ.ﾛ.,......ノ

2023年4月 1 日
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10-0720230401

分割返還計画【記入鯛！

◎毎月
6

20,000 円以上

↓加算する月がある場合は下記もご記入ください

毎月の金額に加えて、 7月と ／且には 50,000円を加算

本1人記入蘭【記入鱸慰篇弘が分識屈餓る場台で職必然人力職嘩く瓢してください
…号

60904999999

ﾌﾘｶﾞﾅ キコウ タロウ

謎躍（自署）

機構＊卵

住所〒162-0000

零章郡新宿己命答本村町10－7キコウハイツ/02号室

_自雪琶 r
＝＝■■＝。＝＝二ヨーーーュニョ■■■■ I■■■■■■|■■I■■■■■■|■■I■■■■■■|■■

…鵬蝋です。 ~ド ×
I一一一一一一一一一一一

無収入の場合でも､市図町村役場でﾖ謝緬月害等を I× ×
取得してください。
■■■■■■

げ淵冒昊攝P
＝＝

沼~羽湘マ
＝ 二二■■,■二二三少

）

… 画･罰を確認のうえ､最新の収入に関する証明書を添付した。 ※無Ⅸ入でも添付が必要です6

申出人記入欄【本人に代わり分割返遥 Iを行う力
ﾌﾘｶﾞﾅ キコウ 〃､ナコ

申出人氏名（自署）

機構花子
住所〒153－8503

東就ド目黒区駒場4－5－29

ー

典′
母I

ロ

I■■＝ー弓|■■0■■＝＝ｰｰ＝Q■■＝＝＝I■■1■■■■■■|■■I■■I■■0■■I■■1■■0■■■■l■■

奨学生本人に代わり分割返還をする方（申出人）が

いる場合は､空出入越自畳具配ふしてください。

‐、

l鉦明翻鍍人と里幽ﾑ蝿ともに必要です。
、_＝｡仁二＝一二匡二一一一＝＝ 一＝－＝ 唾＝ニーヨ． 。』

轆耗
YYYY株式会社

勤務先睡活番号
03－××××一××××

確認事項 画裏面を確認のうえ､最新の収入に関する証明書を添付した。 ※無収入でも添付が必要ですも



開示文書一覧
学支広第80-82号(令和6年度法人文書開示請求第2-4号）

一

1 1

不開示部分がある場合
文書番号 受付番号 開示請求 文書の名称 開示･不開示 枚数 備考

一

｜ ’ ’ 不開示部分･理由 根拠規定
』』 0

■

ﾛ ﾛ ﾛ

ロ I

【訴訟代理人の弁護士費用、内訳､実費､振込口
座､印影､単価等詳細な金額､所要時間､備考欄内
の実費詳細】
法第5条第2号イ
(公にすることにより当該法人等又は当該個人の権
利､競争上の地位その他正当な利益を害するおそ
れ）

･訴訟代理人の弁護士費用、内訳､実費､振込口
座､印影､単価等詳細な金額､所要時間､備考欄内
の実費詳細及び原告氏名
(理由）
公にすることにより当該法人等又は当該個人の権
利､競争上の地位その他正当な利益を害するおそ
れがあるため。

請求書(札幌地方裁判所） A434枚部分開示80 2

【原告氏名】
法第5条第1号本文前段
(個人に関する情報であって､当該情報に含まれる
氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人
を識別することができる）

･原告氏名
(理由）
個人情報に該当するため。

ロ

’

①貸与奨学金の保証人が提訴していた不
当利得返還等請求事件に係る,主L幌地裁
令和3年5月13日判決及び左L幌高裁令
和4年5月19日判決に関して，日本学生
支援機構が訴訟代理人弁護士に支払っ
た費用が分かる文書

【訴訟代理人の弁護士費用､内訳､実費､振込口
座､印影､単価等詳細な金額､所要時間､備考欄内
の実費詳細】
法第5条第2号イ
(公にすることにより当該法人等又は当該個人の権
利､競争上の地位その他正当な利益を害するおそ
れ）

.訴訟代理人の弁護士費用、内訳､実費､振込口
座､印影､単価等詳細な金額､所要時間､備考欄内
の実費詳細及び原告氏名
(理由）

公にすることにより当該法人等又は当該個人の権
利､競争上の地位その他正当な利益を害するおそ
れがあるため。

A413枚請求書(札幌高等裁判所） 部分開示81 3

【原告氏名】
法第5条第1号本文前段
(個人に関する情報であって､当該情報に含まれる
氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人
を識別することができる）

･原告氏名
(理由）
個人情報に該当するため。
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②日本学生支援機構の奨学金を借りてい
る本人が延滞中に破産した場合，日本学
生支援機構としては,連帯保証人又は保
証人に対し,どのような条件での分割返
済を認めることになっているかが分かる文
書(最新版）

奨学生本人が破産している場合、
連帯保証人又は保証人に対して、
｢奨学金の分割返還について｣の
｢5分割返還額について｣等に記
載している｢分割返還額の基準｣に
よる分割返還を求めています。

･奨学金の分割返還について
･奨学金分割返還計画書
･奨学金分割返還計画書記入例

A44枚全部開示82 4
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